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国立大学法人和歌山大学公開講座講習料の額に関する内規 

制  定 昭和５５年 ５月 ２日 

最終改正 平成１６年１２月 ２日 

１ 公開講座を受講しようとする者は、受講申込みの際講習料を納付しなければならない。 

２ 公開講座の講習料の額は、別表のとおりとする。ただし、高校生を対象とした大学開放

講座の講習料の額は、別表の額にかかわらず３，０００円とする。 

３ 納付された講習料は、返還しない。 

   附 則 

 この内規は、昭和６２年４月１０日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１６年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１１８号） 

 この改正内規は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年１２月２日一部改正：法人和歌山大学規程第３５１号） 

 この改正内規は、平成１６年１２月２日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

（別表） 

１ 講 座 当 た り 時 間 数 公開講座講習料 

 ５時間以下 ５，２００円 

５時間を超え １０時間以下 ６，２００円 

１０時間を超え １５時間以下 ７，２００円 

１５時間を超え ２０時間以下 ８，２００円 

２０時間を超え ２５時間以下 ９，２００円 

２５時間を超え ３０時間以下 １０，２００円 

３０時間を超え ３５時間以下 １１，２００円 

３５時間を超え ４０時間以下 １２，２００円 

４０時間を超え ４５時間以下 １３，２００円 

４５時間を超え ５０時間以下 １４，２００円 

５０時間を超え ５５時間以下 １５，２００円 

５５時間を超え ６０時間以下 １６，２００円 

６０時間を超え ６５時間以下 １７，２００円 

６５時間を超え ７０時間以下 １８，２００円 

７０時間を超え ７５時間以下 １９，２００円 

７５時間を超え ８０時間以下 ２０，２００円 

８０時間を超え ８５時間以下 ２１，２００円 

８５時間を超え ９０時間以下 ２２，２００円 

９０時間を超え ９５時間以下 ２３，２００円 

９５時間を超え １００時間以下 ２４，２００円 

１００時間を超え １０５時間以下 ２５，２００円 

１０５時間を超え １１０時間以下 ２６，２００円 

 


